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1058  高浜原発３、４号機の再稼動差し止めの仮処分申し立てに対する

福井地裁の決定についての知事コメント  

 

平成 27 年 4 月 14 日 

原子力安全対策課 

奈良 

TEL : 0852-22-5931 

FAX : 0852-22-5930 

Mail : gen-an@pref.shimane.lg.jp 
 

 

  

１．福井地裁において、高浜原発３、４号機の再稼動差し止めの仮処分の決定がなされたと報道

されているが、詳細が分からないので、コメントは差し控えたい。  

 

２．高浜原発３、４号機については、原子力規制委員会による原子炉設置変更許可後、工事計画

や保安規定の審査が進められている。  

 

３．原子力規制委員会及び政府が、どのように対応されるか注視していきたい。  
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